
１　情報公開制度について

(１)開示請求件数

※申出…平成14年3月31日以前の情報

(２)実施機関ごとの開示請求に関する処理状況

（単位：件）

町長

(３)不服申立ての状況

不服申立てはありませんでした。

申出

0

出納室

総務課

企画財政課

住民課

福祉保健課

産業経済課

建設課

税務課

合計

人数 件数

3人 3件

人数

3人

請求 申出※

人数 件数件数

3件

1

0

下水道課

環境空港対策課

0

0

0

決定
件数

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

請求

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

議会

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

請求

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

申出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

請求

0

0

0

0

0

申出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

請求

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

申出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

請求

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

申出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

請求

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

申出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

請求

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

申出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

請求

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

申出

0

0

0

0

0

0

不存在

0

0

存否応
答拒否

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

平成21年度　情報公開・個人情報保護制度の運用状況

芝山町

　情報公開は、町政に関する透明性を確保するために始まった制度です。情報公開制度では、毎
年制度の実施状況について公表することになっています。なお、平成21年4月1日から平成22年3月
31日までの公文書についての開示請求等の実施状況は次のとおりです。

却下 取下げ

決定の状況

実施機関 開示
部分
開示

非開示

0まちづくり推進室 0 0 0



1　（４）開示請求の処理状況一覧

平成21年度
受付
番号

請求年月日
請求
件数

請求に係る公文書の件名又は内容 所管課等
決定期間
満了日

決定年月日 決定内容 非開示理由 備考

1 21.7.13 1 ２００８年８月から１０月に支出した首長交際
費に関する支出金調書、現金出納簿または
これに類する文書

総務課 21.7.27 21.7.27 却下 利害関係なし

2 21.7.13 2 ２００８年１月から１２月に入札が行われたA4
コピー用紙の購入契約について予定価格と
入札価格、落札価格のわかるもの（本庁契約

企画財政課 21.7.27 21.7.27 却下 利害関係なし

3 22.1.4 3 平成２１年度レセプト点検業務委託契約書
（国民健康保険診療報酬明細書点検業務請
負の価格）

住民課 22.1.18 取下げ



２　個人情報保護制度について

(１)保有する個人情報取扱事務の件数

(２)実施機関ごとの個人情報取扱事務の件数

（単位：件）

町長 0 0 411
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0 0 5

(３)個人情報の開示請求等件数

自己情報に関する開示、訂正、利用停止の請求はありませんでした。

(４)不服申立ての状況

不服申し立てはありませんでした。
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件数
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まちづくり推進室

　個人情報保護制度は、町が保有する個人情報の取扱についての基本的ルールを定めており、ま
た、個人情報の自己のコントロール権を認めて個人情報の権利利益を保護するために始まった制度
です。個人情報保護制度では、毎年制度の運用状況について公表することになっています。なお、
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの個人情報についての開示請求等の運用の状況は次のと
おりです。
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